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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
外
務
省
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て

外
務
省
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
は
、
外
務
省
の
所
掌
事
務
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
て
お
り
、
外
務
大
臣
は
、
外
務
省
タ
ウ

ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
に
お
い
て
外
務
大
臣
と
し
て
の
立
場
で
発
言
し
て
い
る
。
一
般
に
、
外
務
省
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
へ
の

参
加
者
に
つ
い
て
は
、
公
募
し
て
い
る
。

四
か
ら
六
ま
で
に
つ
い
て

第
十
三
回
外
務
省
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
に
際
し
、
麻
生
外
務
大
臣
に
対
し
て
、
資
料
を
用
い
て
説
明
が
行
わ
れ
た
。
こ

の
説
明
に
は
、
在
上
海
総
領
事
館
館
員
の
死
亡
事
案
及
び
北
方
領
土
問
題
に
関
す
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。

七
に
つ
い
て

第
十
三
回
外
務
省
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
に
参
加
し
た
外
務
省
職
員
及
び
職
務
と
し
て
当
日
の
事
務
に
携
わ
っ
た
外
務
省

職
員
は
三
十
九
名
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
課
長
相
当
職
以
上
の
者
は
六
名
で
あ
る
。
職
務
と
し
て
当
日
の
事
務
に
携
わ
っ
た
職

員
に
対
す
る
手
当
に
つ
い
て
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
等
に
従
い
、

処
理
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
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八
か
ら
十
ま
で
に
つ
い
て

外
務
省
は
、
第
十
三
回
外
務
省
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
一
部
に
つ
い
て
記
録
を
作
成
し
た
。
そ
の
記
録
に
つ
い
て
秘
密

の
指
定
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

在
上
海
総
領
事
館
館
員
の
死
亡
事
案
に
関
し
、
麻
生
外
務
大
臣
は
、
外
務
省
職
員
は
諜
報
活
動
に
巻
き
込
ま
れ
る
危
険
性

が
高
い
の
で
、
身
を
律
し
諜
報
活
動
に
巻
き
込
ま
れ
な
い
よ
う
、
教
育
等
を
行
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
の
趣
旨
の

発
言
を
行
っ
た
。

北
方
領
土
問
題
等
に
関
し
、
麻
生
外
務
大
臣
は
、
択
捉
島
、
国
後
島
、
色
丹
島
及
び
歯
舞
群
島
の
住
民
と
の
間
で
相
互
理

解
を
深
め
る
こ
と
が
、
領
土
問
題
を
解
決
し
て
平
和
条
約
を
締
結
す
る
た
め
の
日
露
間
の
信
頼
の
醸
成
に
資
す
る
と
の
趣
旨

の
発
言
を
行
っ
た
。

こ
れ
ら
の
発
言
は
、
外
務
大
臣
と
し
て
の
立
場
で
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

十
一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
」
に
対
し
、
外
務
省
は
必
要
な
資
料
を
手
交
し
た
。
そ
の
中
に
取
扱
注
意
又
は
秘
密
の
指

定
が
行
わ
れ
た
文
書
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
「
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
」
に
対
し
て
は
、
諸
謝
金
か
ら
、
謝
礼
十
一
万
千
百
十
一

二



円
及
び
実
費
相
当
の
交
通
費
が
支
払
わ
れ
て
お
り
、
謝
礼
に
つ
い
て
は
、
外
務
省
が
源
泉
徴
収
を
行
っ
た
。

三


